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◎新潟県教育委員会告示第４号 

新潟県市町村立学校臨時職員取扱規程（昭和50年12月新潟県教育委員会告示第９号）の一部を次の表のように

改正し、令和８年４月１日から適用する。 

令和８年４月24日 

新潟県教育委員会 

   教育長  太 田  勇 二 

（下線部分は改正部分）  

改 正 後 改 正 前 

（子の看護等休暇） 

第11条の３ ９歳に達する日以後の最初の３月31日

までの間にある子（配偶者の子及び届出をしない

が職員と事実上婚姻関係と同様の事情（以下「事

実婚関係等」という｡)にある者（新潟県パートナ

ーシップ制度実施要綱の規定による有効な「新潟

県パートナーシップ届出受領証明書｣(他の自治体

の類似制度によるものを含む｡)の交付を受けてい

る場合を含む｡)の子を含む｡)を養育する教員相当

臨時職員以外の臨時職員が、その子の看護等（負

傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾

病の予防を図るために必要なものとしてその子に

予防接種又は健康診断（いずれも法令により接種

等が定められているものに限らず、任意のものを

含む｡)を受けさせること若しくは学校保健安全法

（昭和33年法律第56号）第20条の規定による学校

の休業その他これに準ずる事由に伴うその子の世

話を行うこと又はその子の入園、卒園又は入学の

式典その他これに準ずる式典への参加をすること

をいう｡)のため、勤務しないことが相当である場

合に、次により有給の休暇をとることができる。 

(1)・(2) （略） 

 

（特別休暇） 

第12条 （略） 

２ （略） 

３ 教員相当臨時職員以外の臨時職員は、採用期間

に応じ次のとおり忌引休暇をとることができる。 

(1) （略） 

(2) 採用期間が１月以上である者（更新等により

通算の採用期間が１月以上となる者を含む｡)は、

当該職員の親族等（下表の親族等に限る｡)が死

亡した場合に２日以内で必要と認める期間につ

いて忌引休暇をとることができる。 

   なお、取得単位は日とし、取得期間は葬儀の

日を含む２日間とする。 

 

 

 

 対象親族

等 

 

配偶者（事実婚関係等にある者を含

む｡) 

父母 

子 

祖父母 

兄弟姉妹 

（子の看護等休暇） 

第11条の３ ９歳に達する日以後の最初の３月31日

までの間にある子（配偶者の子を含む｡)を養育す

る教員相当臨時職員以外の臨時職員が、その子の

看護等（負傷し、若しくは疾病にかかったその子

の世話、疾病の予防を図るために必要なものとし

てその子に予防接種又は健康診断（いずれも法令

により接種等が定められているものに限らず、任

意のものを含む｡)を受けさせること若しくは学校

保健安全法（昭和33年法律第56号）第20条の規定

による学校の休業その他これに準ずる事由に伴う

その子の世話を行うこと又はその子の教育若しく

は入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる

式典への参加をすることをいう｡)のため、勤務し

ないことが相当である場合に、次により有給の休

暇をとることができる。 

 

 

 

 

 

(1)・(2) （略） 

 

（特別休暇） 

第12条 （略） 

２ （略） 

３ 教員相当臨時職員以外の臨時職員は、採用期間

に応じ次のとおり忌引休暇をとることができる。 

(1) （略） 

(2) 採用期間が１月以上である者（更新等により

通算の採用期間が１月以上となる者を含む｡)は、

当該職員の親族（下表の親族に限る｡)が死亡し

た場合に２日以内で必要と認める期間について

忌引休暇をとることができる。 

   なお、取得単位は日とし、取得期間は葬儀の

日を含む２日間とする。 

 

 

 

 対象親族 

 

 

配偶者 

 

父母 

子 

祖父母 

兄弟姉妹 
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配偶者の父母 

配偶者の祖父母（生計を一にする場合

に限る｡) 

 

 

 配偶者の父母 

配偶者の祖父母（生計を一にする場合

に限る） 
 

 

 


